
 

 

 

１ 第４次墨田区地域福祉計画の進捗管理（冊子 P.132 抜粋） 

  進捗状況は、墨田区地域福祉計画推進協議会と墨田区地域福祉計画推進本部において、毎年度把握 

し、評価を行う。 

  進捗状況及び評価結果は、区ウェブサイトに公表し、地域福祉を推進する各主体は、評価結果を参 

考に翌年度の事業や活動に反映させていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第４次墨田区地域福祉計画の進捗管理の流れについて 

  各事業の進捗管理は【主管課の評価】、【利用者の声】に合わせて、【地域福祉計画推進協議会委員の意見等】 

により行うものとする。第４次計画からは協議会委員の意見・提案・感想をより反映させ、次年度の主管課の

評価及び次期計画策定時の参考資料とするため、協議会終了後、２～３週間を目安に会議で発言できなかっ

た事業に関する意見・提案・感想を提出する期間を設ける。 

  また、各委員へ進捗状況を事前に送付する際は６４事業の内、特に注目していただきたい１０～２０事業

にマークを付け、全ての事業に目を通すことが難しい委員に向けた対応も行う。 

 ※選択する事業は、関係計画の重点事業等とする。 

【進捗管理のイメージ】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

委員の意見・提案・感想 

 

 

 

３ 公表用の事業報告書のイメージ 

  これまでは議事録に委員の発言をまとめているが、令和５年度からは事業報告書の事業ごとに委員 

の意見欄を設ける。 

【第４次墨田区地域福祉計画 令和５年度事業報告書】（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 期待される効果 

（１）会議の時間には制限があるため、より多くの意見を集約することができる。 

（２）これまでの議事録と異なり、事業ごとに意見等を並記することで、公表時にどの事業に対する意見か 

分かり易くするとともに、次期計画を策定する際、５年分の参考資料として活用できる。 

   また、主管課による次年度の事業評価の際には、委員の意見をより意識した形で評価することができる。 

   ※これまでどおり議事録は作成する。 

 

５ その他 

（１）意見書の内容については、公表用に事務局で体裁等を編集し、委員に確認していただいた上で公表する。 

（２）会議終了後に提出していただく意見書は「意見・提案・感想」とする。質問がある場合は主管課に直接 

お問い合わせいただく。 

 

【４月～５月】 

進捗状況調査 

  

【７月】 

推進本部幹事会 

推進本部 

【７月下旬】 

各委員へ 

進捗状況を送付 

【８月～９月】 

地域福祉計画推進

協議会での報告 

【会議終了２～３週間】 

当日発言できなかった 

事業等への意見書の提出 

公表用資料を 

委員へ確認し、 

公表 

主管課の評価＋利用者の声 
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